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○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
二
十
九
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
九
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十

九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
九
十
六
条
第
二
項
の
全
損
耕
地
支
払
開
始
割
合
等
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

１

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
六
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
受
方
式
（
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
受
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
九
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
（
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

引
受
方
式

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

全
損
耕
地
支
払
開
始
割
合

全
相
殺
方
式
（
規
則
第
八
十
七
条
第

百
分
の
十

百
分
の
三
十
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一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
全
相
殺
方

式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
地

百
分
の
二
十

百
分
の
四
十

域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式
（
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

百
分
の
三
十

百
分
の
五
十

方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

半
相
殺
方
式
（
規
則
第
八
十
七
条
第

百
分
の
二
十

百
分
の
三
十

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
半
相
殺
方

百
分
の
三
十

百
分
の
四
十

式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

百
分
の
四
十

百
分
の
五
十

２

規
則
第
九
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
定
の
調
整
を
加
え
て
算
定
さ
れ
る
数
量

（
以
下
「
全
損
耕
地
減
収
量
」
と
い
う
。
）
は
、
全
損
耕
地
（
同
項
に
規
定
す
る
全
損
耕
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
引
受
方
式
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

一

全
相
殺
方
式
及
び
地
域
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
方
式

移
植
不
能
耕
地
（
規
則
第
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
移
植
不
能
耕

地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
耕
地
に
あ
っ
て
は
当
該
全
損
耕
地
の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
（
同
項
に
規
定
す
る
耕
地
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別
基
準
収
穫
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
数
量
、
移
植
不
能
耕
地
に
あ
っ
て
は
当
該
全
損
耕
地
の
耕
地
別
基

準
収
穫
量
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
量

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合

百
分
の
十

百
分
の
六
十
五

百
分
の
二
十

百
分
の
七
十

百
分
の
三
十

百
分
の
七
十
五

二

半
相
殺
方
式

移
植
不
能
耕
地
以
外
の
耕
地
に
あ
っ
て
は
当
該
全
損
耕
地
の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
に
相
当
す
る
数
量
、

移
植
不
能
耕
地
に
あ
っ
て
は
当
該
全
損
耕
地
の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
九
十
六
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

数
量

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合

百
分
の
二
十

百
分
の
六
十
五
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百
分
の
三
十

百
分
の
七
十

百
分
の
四
十

百
分
の
七
十
五

３

規
則
第
九
十
六
条
第
三
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
受
方
式
及
び
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合

と
す
る
。

引
受
方
式

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

半
損
耕
地
支
払
開
始
割
合

全
相
殺
方
式
及
び
地
域
イ
ン
デ
ッ
ク

百
分
の
十

百
分
の
三
十

ス
方
式

百
分
の
二
十

七
十
分
の
二
十
三

百
分
の
三
十

十
四
分
の
五

半
相
殺
方
式

百
分
の
二
十

百
分
の
三
十

百
分
の
三
十

七
十
分
の
二
十
三

百
分
の
四
十

十
四
分
の
五

４

規
則
第
九
十
六
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
数
量
（
以
下
「
半
損
耕
地
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減
収
量
」
と
い
う
。
）
は
、
半
損
耕
地
（
同
項
に
規
定
す
る
半
損
耕
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
半
損
耕
地

の
耕
地
別
基
準
収
穫
量
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
と
す
る
。

５

規
則
第
九
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
（
以
下
「
全
損
耕
地
補
償
割
合
」
と
い
う
。
）
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

全
損
耕
地
補
償
割
合

百
分
の
九
十

百
分
の
七
十

百
分
の
八
十

百
分
の
六
十

百
分
の
七
十

百
分
の
五
十

６

規
則
第
九
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
定
の
調
整
を
加
え
て
算
定
さ
れ
る
金
額

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
と
す
る
。

一

全
損
耕
地
に
係
る
耕
地
別
基
準
生
産
金
額
（
規
則
第
九
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
耕
地
別
基
準
生
産
金
額
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
合
計
に
、
全
損
耕
地
補
償
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
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二

移
植
不
能
耕
地
に
係
る
耕
地
別
基
準
生
産
金
額
の
合
計
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

割
合

百
分
の
九
十

百
分
の
三
十
五

百
分
の
八
十

百
分
の
三
十

百
分
の
七
十

百
分
の
二
十
五

７

規
則
第
九
十
九
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
則
第
九
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

組
合
員
等
が
申
し
出
た
割
合

半
損
耕
地
補
償
割
合

百
分
の
九
十

百
分
の
七
十

百
分
の
八
十

七
十
分
の
四
十
七

百
分
の
七
十

十
四
分
の
九

８

規
則
第
九
十
九
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
金
額
（
以
下
「
半
損
耕
地
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生
産
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
半
損
耕
地
ご
と
に
当
該
半
損
耕
地
の
耕
地
別
基
準
生
産
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額

と
す
る
。

９

第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
担
い
手
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
農
業
者
（
以

下
「
対
象
農
業
者
」
と
い
う
。
）
が
耕
作
す
る
麦
に
係
る
全
損
耕
地
減
収
量
及
び
半
損
耕
地
減
収
量
は
、
第
二
項
又
は
第
四

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
数
量
か
ら
、
担
い
手
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
以
下
「
営
農
継
続

支
払
交
付
金
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
数
量
を
差
し
引
い
て
得
た
数
量
と
す
る
。

第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
農
業
者
が
耕
作
す
る
麦
に
係
る
規
則
第
九
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大

10
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
定
の
調
整
を
加
え
て
算
定
さ
れ
る
金
額
は
、
第
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
金
額

か
ら
営
農
継
続
支
払
交
付
金
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
と
す
る
。

第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
農
業
者
が
耕
作
す
る
麦
に
係
る
半
損
耕
地
生
産
金
額
は
、
第
八
項
の
規
定
の
例
に

11
よ
り
算
定
さ
れ
た
金
額
に
営
農
継
続
支
払
交
付
金
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
て
得
た
金
額
と
す
る
。

附

則
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こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


